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告 示■

◎群馬県告示第８９号

群馬県青少年健全育成条例（平成１９年群馬県条例第１９号）第１４条第２項の規定により、青少年に有害な図

書類を平成３１年３月２９日、次のとおり指定したので、同項後段において準用する同条例第１３条第３項の規定

により公示する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

雑誌コード 発行・製作
指定番号 種別 題 名

又は品番等 ・ 販売 等

１８１９７ 書籍 完全自殺マニュアル ＩＳＢＮ９７８－４－８ 株式会社太田出版
７２３３－１２６－４

１８１９８ 書籍 激ヤバ潜入！日本の超タブー地帯 ＩＳＢＮ９７８－４－８ 株式会社宝島社
００２－６３９２－６

１８１９９ 書籍 アリエナイ理科ノ大事典 ＩＳＢＮ９７８－４－８ 株式会社三才ブッ
６６７３－０３４－９ クス

１８２００ 書籍 アリエナイ理科ノ大事典Ⅱ ＩＳＢＮ９７８－４－８ 株式会社三才ブッ
６６７３－０９３－６ クス

１８２０１ 雑誌 ググるな危険！絶対に検索してはいけな ＩＳＢＮ９７８－４－８ 株式会社ダイアプ
いワード１５６ ０２３－０３１９－４ レス

１８２０２ 雑誌 裏モノＪＡＰＡＮ ３月号別冊 ０１８０６－０３ 株式会社鉄人社

指定理由 著しく青少年の性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は犯罪若しくは自殺を誘発し、

その健全な育成を阻害するおそれがあるため。

◎群馬県告示第９０号

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定により知事が定める数の告示（平成３０年群馬県告示第

９７号）の一部を次のように改正し、平成３１年４月１日から施行する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

表第９条第３項の項中「１」を「０．９」に改め、表第９条第５項の項中「０．９７３７５８４００００２８」

を「０．９７５４３５３１８５４１６」に改め、表第９条第８項の項中「１．０６８８１５５３７０５６４」を

「１．０６４４５８２７１７５７２」に改め、表第１０条第３項の項中「０．９６６９３７６２５３５６６」を

「０．９６９８０１２３５２５３２」に改め、表第１０条第６項の項中「０．９９９９９９９９８７１１８」を

「０．９９９９９９９９８７２５６」に改め、表第１１条第３項の項中「１．０１４８８８１４１０１５３」を

「１．０１３３１２２１５２１１２」に改め、表第１１条第６項の項中「０．９９９９９９９９６８８６６」を

「０．９９９９９９９９６４４１４」に改める。
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◎群馬県告示第９１号

群馬県立森林公園の設置及び管理に関する条例別表第１の規定により２１世紀の森の区域を定める告示（平成１

０年群馬県告示第５８２号）の一部を次のように改正し、平成３１年４月１日から施行する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

本文中「、２８６２番１９０」、「、２８６２番１９８、２８６２番１９９、２８６２番２０１、２８６２番２

０３、２８６２番２０４」、「、２８６２番２０７、２８６２番２０８、２８６２番２０９」、「、２８６２番２

１３」及び「利根郡川場村大字谷地字清水久保１３５４番、字平並沢１３６７番、字西沢１３７６並びに字笹沢１

３７７番甲、１３８７番１、１３８７番２及び１３８８番並びに大字門前字溝又入２２２８番２」を削り、「、２

２２８番４」を「利根郡川場村大字門前字溝又入２２２８番４」に改め、「、２２２８番６」を削り、「、２２２

８番９」を「及び２２２８番９」に改め、「、２２２８番１０、２２２８番１１、２２２８番１３、２２２８番１

４、２２２８番１５、２２２８番２２及び２２２８番２６並びに大字川場湯原字川場谷２６７１番２及び２６７２

番２」を削る。
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◎
群
馬
県
告
示
第
九
十
二
号

群
馬
県
畜
産
試
験
場
生
産
物
払
下
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
畜
産
試
験
場
生
産
物
払
下
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

群
馬
県
畜
産
試
験
場
生
産
物
払
下
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
牛
受
精
卵
」
を
「
ひ
な
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
豚
精
液
」
を
「
牛
受

精
卵
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
ひ
な
」
を
「
豚
精
液
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
を
削
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
払
下
価
格
及
び
払
下
代
金
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
払
下
代

金
」
を
「
払
下
価
格
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
生
産
物
」
に
改
め
、
「
現
金
又

は
」
を
削
り
、
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
も
の
と
す
る
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
「
生
産
物
（
牛
受
精
卵
、
豚
精
液
、
食
卵
及
び
生
乳
を
除
く
。
）
」
を
「
第
二
条
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
生
産
物
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
生
産
物
の
払
下
げ
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
電
話
又
は
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
に
よ
り
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
二
条
第
六
号
及
び
第
七
号
の
生
産
物
の
払
下
げ
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
年
度
当
初
に

年
間
契
約
の
締
結
を
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

場
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
の
内
容
を
審
査
し
、

適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
払
下
簿
に
払
下
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
払
下
げ
を
決
定
す
る
も

の
と
す
る
。

３

場
長
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
の
内
容
を
審
査
し
、

適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
年
間
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
生
産
物
の
引
渡
し
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
払
下

決
定
通
知
後
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
決
定
通
知
書
」
を
「
払
下
決
定
通
知

書
」
に
、
「
行
な
わ
な
い
」
を
「
行
わ
な
い
」
に
改
め
、
「
で
き
る
」
の
下
に
「
も
の
と
す
る
」
を

加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
生
産
物
の
引
渡
し
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
払
下
簿
へ

の
記
載
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
二
条
第
六
号
及
び
第
七
号
の
生
産
物
の
引
渡
し
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
締
結
す
る

年
間
契
約
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１７項の規定により公告する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

理 事 再 任 横山文男 館林市赤生田本町乙１４３０番地赤郷台地

同 同 森田重男 同 羽附町１６０１番地

同 同 早川良夫 同 楠町１４０１番地

同 新 任 浅野康彦 同 西本町１番地２４

同 同 荒川充司 同 当郷町１９３番地

同 同 早川勝敏 同 上赤生田町乙４２３５番地

同 同 田部井市郎 同 羽附旭町７５０番地

同 退 任 山本善保 同 当郷町３２７番地

同 同 飯塚博美 同 同 １９７４番地

同 同 坂村義男 同 四ツ谷町１５０番地

同 同 藤倉直幸 同 上赤生田町４２２６番地１２

同 同 渡邉林治 同 花山町２１５０番地

同 同 半田一利 同 羽附旭町８７９番地

同 同 須藤和臣 同 松沼町１１番地５

監 事 再 任 塩田正 同 赤生田町１７８４番地

同 新 任 半田一男 同 花山町３０９０番地

同 退 任 荒川充司 同 当郷町１９３番地

理 事 再 任 須永治男 館林市上三林町２２０１番地近藤沼

同 同 三田庄一郎 同 下三林町６８６番地

同 同 三田繁雄 同 同 １３５２番地

同 同 小堀廣和 同 同 １３８７番地２

同 同 荻原繁和 同 同 １４６１番地

同 新 任 石塚栄一 同 苗木町２５６９番地１
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同 同 栗原一郎 同 同 ２７０２番地

同 同 荒川勉 同 上三林町１９０８番地

同 同 大塚喜一 同 同 ２１１１番地

同 同 大塚正 同 同 ２１４０番地

同 同 石川誠 同 下三林町８００番地１

同 同 小林一康 同 同 １２４８番地

同 同 吉田末吉 同 同 １３０１番地

同 同 荻原良和 同 同 １３８１番地１

同 同 荻原和雄 同 同 １４５４番地

同 退 任 鑓田秀雄 同 青柳町８７６番地

同 同 大塚光男 同 上三林町２１４３番地

同 同 小堀俊雄 同 下三林町６５２番地１

同 同 石川勇 同 同 ６７２番地

同 同 小暮育秋 同 同 ７９８番地１

同 同 石川侃 同 同 １２１２番地１

同 同 中島勝雄 同 同 １３７４番地

監 事 新 任 平井芳正 同 苗木町２７０１番地

同 同 奥澤俊男 同 上三林町２２５４番地

同 同 吉田政雄 同 下三林町９１２番地

同 退 任 岩瀬弥太郎 同 上三林町２１４４番地

同 同 小堀欽三郎 同 下三林町６９０番地

同 同 荒井宏 同 同 １３７１番地

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により近藤沼土地改良区の定款の変更を平成３

１年３月１９日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により明治

用水土地改良区の土地改良事業計画の変更を適当と決定したので、同法第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 縦覧に供する書類 変更後の土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 平成３１年４月１日から同月２６日まで

３ 縦覧に供する場所 吉岡町役場

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により県営赤城西麓上狩野土地改良事業計画を

変更したいので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦

覧に供する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 縦覧に供する書類 変更後の土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧期間 平成３１年４月１日から同月２６日まで

３ 縦覧に供する場所 渋川市役所

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

高崎都市計画道路の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 高崎都市計画道路 ３・５・６８号 東国分金古線

２ 都市計画の変更年月日 平成３１年３月８日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び高崎市都市整備部都市計画課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡大泉町住吉１９３９－１５４ 前橋市南町三丁目３５番地の３
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下昌宏

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定により構造計算適合性判定業務の委任をし

たので、同法第７７条の３５の８第１項の規定により次のとおり公示する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

機関の名称 機関の住所 業務区域 業務を行う事務所の所在地 委任する判定業務 業務開始日

一般財団法人群馬 群馬県高崎市 群馬県全域 群馬県高崎市旭町４４番 群馬県指定構造計算適 平成３１年
県建築構造技術セ 旭町４４番地 地２ 合性判定機関委任要綱 ４月１日
ンター ２ 第３条第１項各号の業

務

病院事業告示■

◎病院事業告示第六号

群馬県病院事業の設置等に関する条例の規定により病院事業の管理者の権限を行う知事が定める額の告示（平成

２５年群馬県病院事業告示第３号）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

平成３１年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

表県立がんセンターの部遺伝性疾患に係る遺伝学的検査の項の次に次のように加える。

ＯｎｃｏＧｕｉ 病理組織標本作製 １回につき ８，６００円
ｄｅ™ ＮＣＣオ
ンコパネルシス 採血 １回につき ５２０円
テムによるがん
ゲノムプロファ ＯｎｃｏＧｕｉｄ １回につき 実費相当額
イリング検査 ｅ™ ＮＣＣオンコ

パネルシステム

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111

第９６８６号平成３１年３月２９日（金） 群 馬 県 報


